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令和6年4月1日より障害者差別解消法が改正されます

不当な差別的取り扱いとは （例）

　障害者差別解消法は、障がいのある人への差別をなくすことで、障がいのある人もない人も互いにその人
らしさを認め合いながら、共に生きる社会をみんなでつくることを目指しています。
　この法律では障がいのある人への「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
　4月1日から事業者による障がいのある人への「合理的配慮の提供」が義務化されます。
　皆さまのちょっとした手助けや配慮が、誰もが暮らしやすい社会をつくることにつながります。

物価高騰による負担の軽減を図るため、令和5年度の住民税が非課税の世帯と均等割のみ課税の世帯を支援
する給付金です。
※給付金は、1世帯につき1回のみ、重複受給できません。

正当な理由なく、障がいを理由として、
区別や排除、制限すること。

「障がいがある」という理由だけでアパートを貸して
もらえない。
車椅子を利用している事を理由に入店を断られた。

合理的配慮とは （例）
障がいのある人から配慮をしてほしい
と意思の表明があった時、その人の障
がいに合った必要な工夫ややり方で対
応することを「合理的配慮の提供」とい
います。

知的障がいがある人が理解しやすいよう、振り仮名を
ふるなど、わかりやすい言葉で書いた資料を提供する。
障がいのある人の障がいの特性に応じたコミュニ
ケーション手段で対応すること。

お問い合わせ 障がい福祉課 管理係 権利擁護担当（内線 3164・3212）

お問い合わせ

申請期限

沖縄市非課税世帯給付金担当 ｢価格高騰重点支援給付金｣窓口
☎098ｰ929-3011
受付時間／午前 8時 30分～午後 5時 15分（平日のみ）

【申請書配布先】市役所５階または市公式ホームページ など

〇 非課税世帯：令和６年 4月 30日 ( 火 ) ※必着
〇 均等割のみ課税世帯・こども加算：令和６年 5月 31日 ( 金 ) ※必着

▲市公式ホームページ

▲詳しくはこちら

価格高騰重点支援給付金（物価高騰対応緊急対策）のご案内
住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯の皆さまへ
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令和５年１２月１日時点で沖縄市に住民登録があり、世帯全員の令和５年度住民税が、次のいずれかに該当する世帯
※世帯全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等に扶養されている場合は、該当しません。

非課税世帯

【こども加算】

「非課税」の世帯

１世帯あたり７万円
給付金対象世帯で扶養されている18歳以下の児童（平成17年4月2日以降に生まれた児童）１人あたり５万円

１世帯あたり8.5万円　※令和5年5月2日～12月1日に沖縄市へ転入してきた世帯は10万円

「均等割のみ課税」の世帯
「均等割のみ課税の方と非課税の方」で構成される世帯

均等割のみ課税世帯

子育てマチイロ マイ広報誌 健康12

お問い合わせ 障がい福祉課（内線 3164）

3月は

☆誰にも話せない悩み・・・　☆身近な人には話したくないことなど
もしあなたが、悩みを抱えていたら、ひとりで悩まず相談してみませんか？
あなたの悩みを聴いてくれる人たちがいます。

沖縄いのちの電話
☎098-888-4343
● 相談時間：毎日10時～23時 よりそいホットライン

☎0120-279-338
● 相談時間：24時間年中無休

いのちの電話（日本いのちの電話連盟）
☎0570-783-556
● 相談時間：毎日10時～22時
　  （ナビダイヤル：受付センターへ順次おつなぎします。）

☎0120-783-556
● 相談時間：毎日16時～21時　● 毎月10日／8時～翌11日8時まで

自殺対策強化月間です！
「ゲートキーパー」とは？

自殺対策では、「命の門番」を示しています。
自殺を考えるひとは、なにかしらのサインを出しています。
そのサインに気づき、声掛け、話しを聴いて必要な支援につなぎ、見守る人のことです。

たいせつな人の命を守るための「4つのキーワード」

ひとりで悩まず相談して
みませんか？

相談できる連絡先

1. 気づき
身近なひとが「いつもとちがう」様子は
ありませんか？
● 眠れていない　● 食欲がない
● 気分が落ち込んでいる等

3. つなぐ
悩みを聞いただけでは、問題は解決していな
いため、悩みの解決につなげるため、専門機
関への相談を進めましょう。

4. 見守る
専門機関につないだ後もすぐに元気になる
わけではないので、「ひとりじゃない」と見守
ることが大切です。

2. 傾聴
悩みを抱えた人の気持ちに寄り添い話しを
じっくり聴く。
　　　～ポイント～
● 心配していることを伝える
● 悩みを真剣に受け止める
● ねぎらいの言葉をかける

NGな聴きかた
● 何とかなる
● 一方的に
　説得する等

▲よりそい
ホットライン
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